
 

平成23年第１回武蔵野市議会定例会提出予定議案 

番 号  件       名  説           明  

１  

武 蔵 野 市 固 定 資 産 評 価 審

査 委 員 会 委 員 の 選 任 の 同

意について 

武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任

に つ い て 、 地 方 税 法 第 423条 第 ３ 項 の 規 定 に

より、市議会の同意を求める。 

◎任期満了に伴い、吉田宗一郎氏を選任  

２  

武 蔵 野 市 固 定 資 産 評 価 審

査 委 員 会 委 員 の 選 任 の 同

意について 

武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任

に つ い て 、 地 方 税 法 第 423条 第 ３ 項 の 規 定 に

より、市議会の同意を求める。 

◎任期満了に伴い、高橋功次氏を再任  

３  

武 蔵 野 市 行 政 手 続 等 に お

け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利

用に関する条例 

市民の利便性の向上を図るとともに、行政運

営の簡素化および効率化に資することを目的

として、条例等に基づく申請等の手続等に関

し、情報通信の技術を利用する方法により行

うことができるようにするため、制定するも

のである。 

◎電子申請に関する手続きの共通事項を条例化  

４ 

武 蔵 野 市 職 員 の 勤 務 時

間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条例 

（例規類集P.335）

家族を介護するための短期の介護休暇を新設

するため、所要の改正をするものである。 

◎要介護者の通院介添えその他必要な世話の

ための休暇（年５日）を新設 

５ 

公 益 的 法 人 等 へ の 武 蔵 野

市 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 

（例規類集P.370）

職員を派遣することができる公益的法人等が

公益認定を受けることに伴い、所要の改正を

するものである。 

◎  ４月に予定されている公益財団法人化、公

益社団法人化に伴い規定上の名称を変更 

・公益財団法人武蔵野文化事業団 

・公益財団法人武蔵野健康づくり事業団 

・公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団 

・公益財団法人武蔵野市子ども協会 

・公益社団法人武蔵野市シルバー人材センター

６ 

武 蔵 野 市 議 会 議 員 の 議 員

報 酬 等 に 関 す る 条 例 の 一

部を改正する条例 

（例規類集P.400）

市議会議員の就退任時の議員報酬を日割りに

より支給するため、所要の改正をするもので

ある。 

◎就退任時の報酬等の日割り支給を規定 



 

７  

武 蔵 野 市 特 別 職 の 職 員 の

給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条

例の一部を改正する条例 

（例規類集P.412）

武 蔵 野 市 特 別 職 報 酬 等 審 議 会 の 答 申 を 踏 ま

え、特別職の職員の給料の改定をし、および

市長の退職手当に関する特例を定めるため、

所要の改正をするものである。 

◎給料月額の引き下げ 

 ・市長  1,070,000円→ 1,030,000円  

 ・副市長  900,000円→   865,000円  

 ・監査委員 730,000円→   700,000円  

 ・固定資産評価員 

       730,000円→  700,000円  

◎就退任時の給与の日割り支給を規定 

◎退職手当の支給率の特例措置 

 平成 21年 10月９日に在職する市長 

 在職１年につき 100分の 400→ 100分の 130 

８  

武 蔵 野 市 教 育 委 員 会 教 育

長 の 給 与 、 旅 費 、 勤 務 時

間 及 び そ の 他 の 勤 務 条 件

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正する条例 

（例規類集P.418）

常勤特別職の職員の給料の改定などに伴い、

教育長の給料の改定等をするため、所要の改

正をするものである。 

◎給料月額810,000円を 780,000円に引き下げ 

◎就退任時の給与の日割り支給を規定 

９ 

武 蔵 野 市 特 別 会 計 条 例 の

一部を改正する条例 

（例規類集P.643）

健康保険法等の一部を改正する法律附則第 39

条の規定により、老人保健（医療）会計を廃

止するため、所要の改正をするものである。 

◎老人保険（医療）会計を削除 

10 

武 蔵 野 市 職 員 能 力 開 発 基

金条例 

職員の業務、地域社会における市民活動等に

関する自発的な能力開発を支援し、もって市

民福祉の向上に資することを目的として、武

蔵野市職員共済会から寄附を受けた土地の売

払収入の一部を活用し、武蔵野市職員能力開

発基金を設置する。 

◎基金額  77,400千円  



 

11 

武 蔵 野 市 国 際 交 流 平 和 基

金条例 

 

国際交流事業および平和事業を推進すること

により、武蔵野市民が世界各国の人々との相

互理解および親善を深め、平和の実現に寄与

することを目的として、武蔵野市国際交流平

和基金を設置する。 

◎基金額  350,223千円  

12 

武 蔵 野 市 子 ど も 文 化 ・ ス

ポ ー ツ ・ 体 験 活 動 基 金 条

例 

次代を担う子どもたちの文化、スポーツ、体

験活動等を通じた健全育成・人格形成に資す

るため、武蔵野市立富士高原ファミリーロッ

ジ跡地の売払収入の一部を活用し、武蔵野市

子ども文化・スポーツ・体験活動基金を設置

する。 

◎基金額 100,000千円  

13 

武 蔵 野 市 児 童 虐 待 の 防 止

及 び 子 育 て 家 庭 へ の 支 援

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正する条例 

（例規類集P.1054）

武蔵野市子育てＳＯＳ支援センターの名称を

変 更 す る た め 、 所 要 の 改 正 を す る も の で あ

る。 

◎子育てＳＯＳ支援センターを改め、子ども

家庭支援センターを設置 

14 

武 蔵 野 市 高 齢 者 福 祉 総 合

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 

（例規類集P.1121）

社団法人武蔵野市シルバー人材センターが公

益認定を受けることに伴い、所要の改正をす

るものである 

◎公益認定に伴い規定上の名称を変更 

15 

武 蔵 野 市 国 民 健 康 保 険 条

例の一部を改正する条例 

（例規類集P.1220）

出産育児一時金の支給額の引き上げの暫定措

置を恒久化するため、所要の改正をするもの

である。 

◎  本則の規定額38万円を42万円に改正 

16 

武 蔵 野 市 一 般 廃 棄 物 処 理

施 設 生 活 環 境 影 響 調 査 結

果の縦覧等に関する条例 

クリーンセンターの建て替えに伴い、生活環

境影響調査の結果を記載した書類の縦覧、生

活環境の保全上の見地からの意見の提出等の

手続について定めるため、制定するものであ

る。 

◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条

の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 縦 覧 等 の 手 続 き

を定める。 



 

17 

平 成 22年 度 武 蔵 野 市 一 般

会計補正予算（第４回） 

◎32億 3,480万２千円補正増 

（補正後  610億 9,207万円）  

（主な内容） 

歳 入 ： 市 債 ６ 億 2,290万 円 増 、 国 庫 支 出 金 １

億 1,301万 ９ 千 円 減 、 財 産 収 入 １ 億 6,276万

４千円増、前年度繰越金21億 1,481万１千円

増  など  

歳 出 ： 公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金 14億 6,612万

３千円、学校施設整備基金積立金８億1,012

万 １ 千 円 、 吉 祥 寺 大 通 り 北 自 転 車 等 駐 車 場

用地購入６億9,535万円、国際交流平和基金

積立金３億5,000万円、子ども文化・スポー

ツ ・ 体 験 活 動 基 金 積 立 金 １ 億 円 、 職 員 能 力

開発基金積立金7,740万円  など  

18 

平 成 22年 度 武 蔵 野 市 下 水

道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第

１回） 

◎5,504万７千円補正減 

（補正後 35億 2,443万９千円）  

土地買戻しに伴う補助対象額の減、有収水量

の減などのため。 

19 

平 成 22年 度 武 蔵 野 市 国 民

健 康 保 険 事 業 会 計 補 正 予

算（第３回） 

◎４億6,579万円補正減  

（補正後 109億 4,806万１千円）  

保険給付費などが当初見込みを下回るため。

20 

平 成 22年 度 武 蔵 野 市 老 人

保 健 （ 医 療 ） 会 計 補 正 予

算（第２回） 

◎3,084万２千円補正増 

（補正後 5,528万１千円）  

一般会計への繰り出しなどのため。 

21 

平 成 22年 度 武 蔵 野 市 後 期

高 齢 者 医 療 会 計 補 正 予 算

（第１回） 

◎6,257万６千円補正減 

（補正後 26億 7,585万６千円）  

療養給付費などの負担金が当初見込みを下回

るため。 

22 

平 成 22年 度 武 蔵 野 市 介 護

保 険 事 業 会 計 補 正 予 算

（第２回） 

◎１億7,958万６千円補正減 

（補正後 88億 6,692万３千円）  

保険給付費等が当初見込みを下回るため。 

23 
平 成 23年 度 武 蔵 野 市 一 般

会計予算 

◎568億 3,000万円  

24 
平 成 23年 度 武 蔵 野 市 下 水

道事業会計予算 

◎28億 1,862万円  



 

25 
平 成 23年 度 武 蔵 野 市 国 民

健康保険事業会計予算 

◎116億 8,206万円  

26 
平 成 23年 度 武 蔵 野 市 後 期

高齢者医療会計予算 

◎28億 6,178万５千円  

27 
平 成 23年 度 武 蔵 野 市 介 護

保険事業会計予算 

◎96億 6,246万８千円  

 

28 

平 成 23年 度 武 蔵 野 市 水 道

事業会計予算 

◎収益的収入 37億   176万５千円  

 収益的支出 36億 6,951万１千円 

◎資本的収入 5,739万円  

 資本的支出 10億 2,376万円  

29 

武 蔵 野 市 職 員 定 数 条 例 の

一部を改正する条例 

（追加提案予定） 

（例規類集P.110）

第五次職員定数適正化計画実施による職員定

数 の 減 に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を す る も の で あ

る。 

30 

武 蔵 野 市 職 員 の 退 職 手 当

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正する条例 

（追加提案予定） 

（例規類集P.555）

退職派遣者における在職期間の算定等に関す

る規程を設けるため、所要の改正をするもの

である。 

31 

武 蔵 野 市 学 童 ク ラ ブ 条 例

の一部を改正する条例 

（追加提案予定） 

（例規類集P.1077）

境南こどもクラブを武蔵野市立境南小学校敷

地内へ移転することに伴い、所要の改正をす

るものである。 

 


